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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバ（２）と、双方向通信（３）によってサーバに接続された少なくとも１つの端末
（１）との間でオーディオビジュアル情報を配信する方法であって、
　各端末に一意の識別子およびパスワードを割り当て、識別子およびパスワードをサーバ
のデータベース内に含ませ、かつ端末上でのオーディオビジュアル情報の利用を規定する
端末のタイプを判定するコードまたは固有のキーを登録することによる、各端末のサーバ
への登録ステップと、
　サーバへの端末の接続ごとに、前記識別子およびパスワードを使用してサーバによって
端末を認証する認証ステップ（４０２）と、
　サーバへの端末の接続中に端末のユーザによって選ばれたオーディオビジュアル情報（
４０６）の少なくとも１つのセレクションをダウンロードするステップ（４１３）であっ
て、オーディオビジュアル情報のセレクションを送信する形式は、宛先端末が、端末のタ
イプに依存して該セレクションを利用することができるような形式であるステップ（４１
３）と、
　オーディオビジュアル情報の各セレクションの利用をサーバのデータベースに記憶する
ステップとを含むことを特徴とするオーディオビジュアル情報を配信する方法。
【請求項２】
　オーディオビジュアル情報のセレクションの利用が、宛先端末上でオーディオビジュア
ル情報をリアルタイムに実行すること、または宛先端末上でオーディオビジュアル情報を
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実行する目的でオーディオビジュアル情報を記憶すること、またはオーディオビジュアル
情報を宛先端末上に記憶した後でオーディオビジュアル情報をリアルタイムに実行するこ
とのいずれかを含むことを特徴とする請求項１に記載のオーディオビジュアル情報を配信
する方法。
【請求項３】
　認証ステップ（４０２）が、端末（１）が、該端末（１）にダウンロードされたオーデ
ィオビジュアル情報の利用に関する記憶された情報を送信するステップ（４０７）を含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載のオーディオビジュアル情報を配信する方法。
【請求項４】
　オーディオビジュアル情報に権利を有する関係者の各々に支払われるべき使用料の総額
を決定するために、サーバが、端末（１）にダウンロードされたオーディオビジュアル情
報の利用に関係する、記憶されまたは受信された情報を処理するステップを含むことを特
徴とする請求項３に記載のオーディオビジュアル情報を配信する方法。
【請求項５】
　登録ステップが、オーディオビジュアル情報が端末に送信される形式および指定された
利用に対応する形式に応じて、復号化手段および暗号化解除手段またはその一方を送信す
るステップを含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のオーディオビ
ジュアル情報を配信する方法。
【請求項６】
　認証ステップ中、またはユーザの選択中、またはダウンロードステップの前に、命令さ
れたセレクションに対して支払うステップを含むことを特徴とする請求項１から５のいず
れか一項に記載のオーディオビジュアル情報を配信する方法。
【請求項７】
　端末とサーバとの間の接続中に、端末によって記憶されたセレクションの利用に関する
統計的記録を端末に記憶するステップと、該統計的記録に対応する情報を端末によって送
信するステップとを含むことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載のオーデ
ィオビジュアル情報を配信する方法。
【請求項８】
　複数の音楽セレクションおよびビデオセレクションまたはその一方を表わすためのオー
ディオビジュアル情報を含む大容量データ記憶手段（２３）を含むサーバ（２）と、デー
タ記憶手段（１４０）およびサーバ（２）との双方向通信リンク（３）を含む少なくとも
１つの端末（１）とを備えるオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスであっ
て、サーバ（２）のデータ記憶手段が、端末に送信されたオーディオビジュアル情報の利
用を規定する各端末のタイプを含み、各端末（１）が、サーバ（２）との通信リンク（３
）を介して少なくとも１つのセレクションを選ぶこと（１２１、１２２）をユーザに可能
にするためのユーザとの対話式手段と、オーディオビジュアルセレクションを表わす、サ
ーバ（２）によって送信された情報を実行する手段（１３、１３０）とを備え、オーディ
オビジュアルセレクションを表す情報を送信する形式は、宛先端末が、端末のタイプに依
存して該情報を利用することができるような形式であり、各オーディオビジュアルセレク
ションの利用がサーバのデータベースに記憶されることを特徴とする、オーディオビジュ
アル情報を配信するためのデバイス。
【請求項９】
　各端末（１．１．１から１．ｎ．ｎ３）が、双方向リンクを介してマルチサービスサー
バ（４．１から４．ｎ）に接続されており、マルチサービスサーバ（４．１から４．ｎ）
も同様に双方向リンクを介してサーバ（２）に接続されており、各マルチサービスサーバ
（４．１から４．ｎ）が、一方で、サーバ（２）から端末（１．１．１から１．ｎ．ｎ３

）に向けられた各メッセージを送信し、もう一方で、端末（１．１．１から１．ｎ．ｎ３

）からサーバ（２）に向けられた各メッセージを送信するための手段を備えることを特徴
とする請求項８に記載のオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイス。
【請求項１０】
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　実行する手段が、サーバ（２）から送信されたオーディオビジュアル情報を端末上でリ
アルタイムに実行する手段を備えることを特徴とする請求項８または９に記載のオーディ
オビジュアル情報を配信するためのデバイス。
【請求項１１】
　端末の実行する手段が、送信されたオーディオビジュアル情報の再利用を禁止する手段
（１３３．１、１３３．２、１３３．３）を含むことを特徴とする請求項１０に記載のオ
ーディオビジュアル情報を配信するためのデバイス。
【請求項１２】
　端末の実行する手段が、送信されたオーディオビジュアル情報を記憶する手段を備える
ことを特徴とする請求項１０に記載のオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイ
ス。
【請求項１３】
　端末が、サーバから端末に送信されたセレクションの利用に関係する情報を記録する手
段を備えることを特徴とする請求項１０に記載のオーディオビジュアル情報を配信するた
めのデバイス。
【請求項１４】
　サーバが、セレクションの利用に関係する、サーバによって記録されかつ各端末によっ
て送信された情報から、端末に送信されたセレクションの利用に権利を有する関係者の各
々に支払われるべき使用料を計算する手段を備えることを特徴とする請求項１３に記載の
オーディオビジュアル情報を配信するためのデバイス。
【請求項１５】
　利用手段が、デジタル情報を提供するためにサーバによって送信されたオーディオビジ
ュアル情報を復号化する手段を備えたＤＳＰと、ＤＡ変換器と、データ記憶手段に対する
少なくとも１つのデジタル情報用出力部と、デジタル情報の記憶を許可するためのまたは
許可しないための、各デジタル出力部用のコマンド手段とを備えることを特徴とする請求
項１０に記載のオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイス。
【請求項１６】
　対話式手段（１２１、１２２）が、少なくとも１つの対話画面を表示するためのディス
プレイ手段に関連付けられたポインタおよびタッチ画面もしくはその一方、または少なく
とも１つの音声メッセージを変換するためのオーディオ変換手段に関連付けられた音声コ
マンドシステム、またはこれらの組み合わせを含むセレクション手段を備えることを特徴
とする請求項８から１５のいずれか一項に記載のオーディオビジュアル情報を配信するた
めのデバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、オーディオビジュアル情報を配信するための方法およびオーディオビジュアル
情報を配信するためのシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来技術では、端末とオーディオビジュアル情報のサーバへの接続とを有するユーザが曲
をダウンロードしたり、曲をリアルタイムに聞いたり、端末に接続されているか、曲を何
回でも再生または複製できるように移送可能であるかするデータ記憶手段に曲を記憶する
デバイスが知られている。ただし、それらのデバイスでは曲の利用を検証することができ
ないので、それらのデバイスのほとんどは、曲の権利者に支払われるべき使用料を計算す
ることを可能にしない。
【０００３】
したがって、本発明は、配信されたオーディオビジュアル情報を識別し、それを再現する
ための権利を計算することを可能にするオーディオビジュアル情報を配信する方法を提案
することによって、従来技術の欠点を改善する目的を有する。
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【０００４】
この第１の目的は、サーバと双方向通信によってサーバに接続された少なくとも１つの端
末との間でオーディオビジュアル情報を配信するための方法を提供することによって達成
される。この方法は、
サーバで一意的に端末を識別し端末のタイプを記録するための、各端末の登録ステップと
、
端末がサーバに接続するたびに、サーバによって端末を認証するステップと、
サーバへの端末の接続中に端末のユーザによって選ばれたオーディオビジュアル情報の少
なくとも１つのセレクションをダウンロードするステップであって、オーディオビジュア
ル情報のセレクションを送信する形式は、その宛先端末がそれを利用することができるよ
うな形式であるステップと、
オーディオビジュアル情報の各セレクションの利用をサーバのデータベースに記憶するス
テップとを含むことを特徴とする。
【０００５】
別の実施形態では、オーディオビジュアル情報のセレクションの利用は、オーディオビジ
ュアル情報を宛先端末上でリアルタイムに実行すること、オーディオビジュアル情報を、
宛先端末上で実行する目的で記憶すること、オーディオビジュアル情報を宛先端末上に記
憶した後でリアルタイムに実行することのいずれかを含む。
【０００６】
別の実施形態では、認証ステップは、端末にダウンロードされたオーディオビジュアル情
報の所望の利用に関する記憶された情報を端末が送信するステップを含む。
【０００７】
別の実施形態では、方法は、オーディオビジュアル情報に権利を有する関係者の各々に支
払われるべき使用料を決定するために、端末にダウンロードされたオーディオビジュアル
情報に関する、記憶されまたは受信された、利用に関する情報をサーバが処理するステッ
プを含む。
【０００８】
別の実施形態では、登録ステップは、オーディオビジュアル情報が端末に送信される、指
定された利用に対応する形式に応じて、復号化および／または暗号化解除手段を送信する
ステップを含む。
【０００９】
別の実施形態では、端末のタイプは、端末でのオーディオビジュアル情報の利用を規定す
る。
【００１０】
別の実施形態では、方法は、認証ステップ中、またはユーザが選んでいる間、またはダウ
ンロードするステップの前に、命令されたセレクションの代金を支払うステップを含む。
【００１１】
別の実施形態では、方法は、端末とサーバとの間の接続中に、端末によって記憶されたセ
レクションの利用に関する統計的記録を端末に記憶するステップと、その統計的記録に関
する情報を端末によって送信するステップとを含む。
【００１２】
本発明の第２の目的は、配信されたオーディオビジュアル情報の再現の権利の計算を可能
にするオーディオビジュアル情報を配信するためのシステムを提案することである。
【００１３】
この第２の目的は、複数の音楽セレクションおよび／またはビデオセレクションを表わす
ためのオーディオビジュアル情報を含む大容量データ記憶手段を含むサーバと、データ記
憶手段およびサーバとの双方向通信リンクを含む少なくとも１つの端末とを備えるオーデ
ィオビジュアル情報を配信するためのデバイスによって達成される。このデバイスは、サ
ーバのデータ記憶手段が、端末に送信されたオーディオビジュアル情報の利用を規定する
各端末の識別を含むことを特徴としており、各端末は、サーバとの通信リンクを介して少
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なくとも１つのセレクションをユーザが選ぶことができるようにするためのユーザとの対
話式手段と、オーディオビジュアルセレクションを表わす、サーバによって送信された情
報を実行する手段とを含む。
【００１４】
別の実施形態では、実行する手段は、サーバによって送信されたオーディオビジュアル情
報を端末でリアルタイムに実行する手段を含む。
【００１５】
別の実施形態では、実行する手段は、送信されたオーディオビジュアル情報の再利用を禁
止する手段を含む。
【００１６】
別の実施形態では、端末の実行する手段は、送信されたオーディオビジュアル情報を記憶
する手段を含む。
【００１７】
別の実施形態では、端末は、サーバから端末に送信されたセレクションの利用に関する情
報を記録する手段を含む。
【００１８】
別の実施形態では、サーバは、端末に送信されるセレクションの使用に権利を有する関係
者の各々に対して支払われるべき使用料を、セレクションの利用に関する、サーバによっ
て記録され、各端末によって送信される情報から計算する手段を含む。
【００１９】
別の実施形態では、利用手段は、デジタル情報を提供するために、サーバによって送信さ
れたオーディオビジュアル情報を復号化する手段と、ＤＡ変換器、データ記憶手段に対す
る少なくとも１つのデジタル情報用の出力部、デジタル情報の記憶を許可するためのまた
は許可しないための各デジタル出力部用のコマンド手段とを備えるデジタル信号プロセッ
サＤＳＰを備える。
【００２０】
本発明は、特許請求の範囲で主張された適用範囲から逸脱することなく、多くの他の特定
の形式で実施形態を可能にすることが当業者には明らかとなろう。したがって、これらの
実施形態は、例示的目的で与えられたものとみなされるべきであり、頭書の特許請求の範
囲によって規定される範囲内で変更することができる。
【００２１】
別の実施形態では、対話式手段は、少なくとも１つの対話画面を表示するためのディスプ
レイ手段に関連付けられたポインタおよび／またはタッチ画面、および／または少なくと
も１つの音声メッセージを戻すためのオーディオ再現手段に関連付けられた音声コマンド
システムを含む、選択を含む対話式手段を含む。
【００２２】
本発明は、説明を読み、添付の図面を参照することによって、その特徴および利点と共に
明らかになろう。
【００２３】
本発明を説明する前に、オーディオビジュアル情報放送が置かれている状況を想起してお
かれたい。第１に、情報すなわちオーディオビジュアルセレクションによって、芸術作品
を表現する、デジタル情報すなわちデジタル化によって生じる情報を理解しなければなら
ない。ほとんどの国で現在施行されている法律によれば、音響の再現または芸術作品のコ
ピーは、その作品に権利を有する１人または複数の人、すなわち具体的には、その作詞者
、作曲者、解説者、プロモータ（レコード会社）、および／または流通業者の同意なくし
て実施することはできない。慣例として、１つまたは複数のこの同意は、使用料の支払い
と引き換えに付与されるものである。
【００２４】
特定の権利の範囲および内容を、例示によって以下で説明する。
【００２５】
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芸術的オーディオビジュアル作品に対する権利には、いくつかのタイプがあり、具体的に
は、これらは芸術作品の利用に応じたものである。音楽作品の場合、まず第１に、作品の
音響の再現に関連した権利がある。したがって、音楽作品が再現されるとすぐに、すなわ
ち、音楽作品が音響再生デバイスで再生されるとすぐに、権利を有するすべてまたは一部
の人にマスター権利料を支払わなければならない。音楽作品がコピーされるとき、すなわ
ち、音楽作品を表わす情報が別の媒体に転送されるとき、その作品の各コピーに対して、
権利を有するすべてまたは一部の人に機械的権利料を支払わなければならなくなる。した
がって、サーバのメモリから遠隔端末の別のメモリへの歌のいかなるダウンロードも、芸
術作品のコピーを構成する。
【００２６】
芸術作品が、静止画像または動画像と音響との結合から構成されるとき、この作品の再現
によって、権利を有する人の法定代理人による双方の合意によって取り決めることができ
、事前定義されているが作品によって異なることも有り得る規則に従って使用料を収集す
ることが許可されている同時録音（再生）権（synchronization right）も生じる。
【００２７】
芸術的オーディオビジュアル作品が公的に再現されるとき、場合によっては、権利を有す
る関係者の代理であり、事前定義されているが作品によって異なることも有り得る規則に
従って使用料を収集することが許可されている法人によって一般に承認される興行権が生
じる。
【００２８】
上述の権利は一例である。芸術的オーディオビジュアル作品の利用に関連する他の権利が
存在し、または生じる場合がある。同様に、権利の定義、具体的にはそれらの適用例の条
件は変更することができる。しかし、芸術作品の利用から生じる権利がどのようなタイプ
であっても、また、その適用例がどのような条件であっても、本発明の方法およびデバイ
スを適用することができる。
【００２９】
前述のように、従来技術のオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスは、権利
を有する人に支払われるべき総額を決定することを可能にする手段を提供せず、一旦、オ
ーディオビジュアルセレクションが配信されると、それらに対するいかなる制御も行使し
なかった。その結果、従来技術のそれらのデバイスを使用したオーディオビジュアル情報
の配信は、たいていの場合、オーディオビジュアル情報に対応する芸術作品のサードパー
ティの権利と関係なく実施されている。
【００３０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、通信ネットワークを介してオーディオビジュアル情報の形式で芸術作品配信専
門のサーバに接続されている端末を使用して芸術作品が命令（command）されるときに、
その芸術作品に対して権利を有する人への使用料および税金の支払を考慮することを可能
にする、オーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスおよび方法を提供すること
によって、この問題を解決することを提案する。
【００３１】
【課題を解決するための手段】
次に、本発明の限定的でない一実施形態を、図１Ａおよび１Ｂを参照しながら説明する。
以下に説明するデバイスは、音響再現に関連する権利、特に音響作品のコピーに関連する
権利を考慮することを可能にする。しかし、同じ原理を適用することによって、オーディ
オビジュアル作品のあらゆる種類の利用に関連するすべての権利を考慮することが可能で
ある。
【００３２】
【発明の実施の形態】
本発明による配信デバイスは、双方向通信リンク３によって少なくとも１つの遠隔端末１
に接続されている、オーディオビジュアル情報を配信するためのサーバ２を備える。図１
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Ａおよび１Ｂには１つの端末しか示さない。しかし、本発明によるサーバ２は、同時に様
々なタイプのリンクを介して複数の端末１に接続することができる。
【００３３】
サーバ２は、端末１との通信を管理するためのモジュール２０を含む。このモジュール２
０は、異なる可能なタイプの通信リンクを考慮するために、異なるサブモジュールを含む
ことができる。したがって、第１のサブモジュールは、ＩＳＤＮすなわち統合サービスデ
ジタル網への連結を可能にする通信インターフェースを備える。第２のサブモジュールは
、衛星タイプの通信リンクへの接続を可能にする通信インターフェースを備える。第３の
サブモジュールは、電話タイプの通信リンク、具体的には従来型の有線接続またはＡＤＳ
Ｌまたはセルラタイプのリンクへの連結を可能にする通信インターフェースを備える。第
４のサブモジュールは、テレビジョンケーブルネットワークタイプの通信リンクへの連結
を可能にする通信インターフェースを備える。通信管理モジュールは、一方では、サーバ
端末通信方向Ａで、サーバから連結３のタイプに適した形式で着信する情報を転記（tran
scribe)し、もう一方では、端末サーバ通信方向Ｂで、端末から連結３のタイプに適した
形式で着信する情報を転記する転記手段を備える。通信管理モジュール２０は、端末１か
ら受信した信号から、端末からの要求、またはサーバ２からの要求への端末１からの応答
を抽出するために、端末１から受信した信号を分析する手段を備える。最後に、通信管理
モジュール２０は、要求、またはサーバ内関連モジュールへの応答を、送信する手段を備
える。
【００３４】
サーバ２の異なるモジュール間の通信は、それ自体で知られている双方向バス２５を使用
して作成される。
【００３５】
認証モジュールと呼ばれる第１のモジュール２１は、たとえば、サーバ２との接続を確立
する責任を有するすべての端末１の識別を表わす情報の一部を、データベース２１０に含
む。認証モジュール２１は、ユーザが新しい端末をサーバ２に接続できるように希望する
たびにその新しい端末１に新しい識別が割り当てられるように、データベース２１０を更
新する手段を備える。この更新は、たとえば、登録手順を使用して実行される。この登録
手順は、一方では、識別子と、たとえば各端末に一意のパスワードを割り当てることを目
的とする。同様に、この手順は、引き続いてサーバ２に送信される情報の利用を指定する
。実際に、サーバ２によって送信されるオーディオビジュアル情報には複数の利用がある
。第１の場合、端末１は、サーバ２に命令された音楽セレクションをリアルタイムに聴く
ために使用することができる。第２の場合、端末１は、サーバ２に命令された音楽セレク
ションを、何回でも再生する目的で、記憶するために使用することができる。したがって
、第１の場合、１回の放送に対して１つの使用料を権利を有する人に支払わなければなら
ない。第２の場合では、２つの状態が可能である。第１の状況では、一方では、作品のコ
ピーに対する使用料が計算されて支払われなければならず、もう一方では、セレクション
の音響再生ごとに使用料が計算されて支払われなければならない。第２の状況では、デー
タの記憶とその無制限の使用に対する支払いは、ユーザによって一回払いで行われる。こ
の状況は、オーディオＣＤやカセットなどの従来型の媒体で歌を購入することに非常に類
似している。この場合、使用料は、ダウンロードごとに一回払いとして計算することもで
きる。すなわち、利用の使用料の支払いは様々な方法で計算されるので、利用の管理は必
然的に異なることを理解されたい。このような計算法の違いは、適用されるレートだけで
なく、このレートが適用されなければならない回数にもある。
【００３６】
したがって、登録時には、サーバ２によって端末１に送信されるオーディオビジュアル情
報の１つまたは複数の利用を判定するために、たとえばユーザに知られていないコードま
たは固有のキーが端末に割り当てられる。このコードまたは固有のキーは、端末の識別子
やパスワードに関連付けられている。使用するたびに、ユーザは、オーディオビジュアル
情報の１つに対して考えられ得るすべての利用、すなわち、個人的な再現または公的な再
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現、オンデマンドまたはセレクションリストのランダム方式でのコピーおよび再現を、当
然、把握するだろう。
【００３７】
認証モジュール２１は、サーバ２に登録されている各端末１の接続を管理する手段も含む
。この管理手段については、図２を参照しながら後述する。
【００３８】
サーバ２は、グラフィックインターフェースと呼ばれる第２のモジュール２２を含む。こ
のインターフェースモジュール２２は、サーバとの接続を確立済みの端末に対話画面を送
信する手段を備える。別の変形形態では、対話画面は、音声メッセージによって補足また
は代用することができる。対話画面および／または音声メッセージは、たとえばサーバ１
との接続が確立したときに端末１の認証手順を実行可能にするように、セレクションウィ
ンドウ、メニュー、あるいは１つまたは複数のセレクションコマンドをユーザに案内する
他のあらゆる対話ボックスを端末１のディスプレイ手段１２２に表示するために通信管理
モジュール２１によって、サーバ２との接続を確立済みの端末に送信される。グラフィッ
クインターフェースモジュール２２は、セレクション手順中の端末１からのセレクション
に対する要求、または認証手順中の認証モジュール２１からの端末１に対する要求のどち
らかを処理する手段を備える。実際には、認証手順中、認証モジュール２１は、端末１の
サーバへのアクセスを認証するために、端末１にそれ自体を識別することを求めなければ
ならない。この要求は、認証モジュール２１によって通信管理モジュール２０を介して端
末１に送信される要求によって実行される。この要求は、接続しようと試行中の端末が適
切に登録されていること、すなわち、その識別子とパスワードがデータベース２１０に正
確に含まれていることを検証するために、端末の識別子とパスワードを求めることを含む
。この要求は、グラフィックインターフェースモジュール２２によって生成された特定の
画面によって端末１に送信され、次いで、対応する認証画面を端末１に送信するために、
認証モジュール２１によって活動化される。別の変形形態では、認証モジュール２１は、
この画面を生成するサブモジュールを含む場合があり、その画面を、端末１に送信するた
めに、通信管理モジュール２０に送信することができる。
【００３９】
サーバ２は、オーディオビジュアルアイテムのセレクションライブラリ２３を構成する第
３のモジュールを含む。このライブラリは、特に端末１へのダウンロードに使用可能なす
べてのセレクションを一緒に収集する。セレクションライブラリ２３は、まだダウンロー
ドに使用可能でないセレクションも含むことができる。これは、関係するセレクションが
、まだ、その放送またはコピーに関する合意の対象となっていないときに発生する。実際
には、本発明によって、そのセレクションに権利を有するすべての人から再現またはコピ
ーに対する許可が得られたときにのみ、そのセレクションは端末に対して使用可能になる
。したがって、セレクションはデータベース形式で記憶することができ、フラグシステム
は、セレクションが端末へのダウンロードに使用可能であることを識別することを可能に
する。セレクションの放送またはコピーの権利を有する関係者との合意に関して、合意が
得られたかどうかを示すフラグが使用される。すべてのフラグが、すべての合意が得られ
たことを示すとき、セレクションはダウンロードに使用可能である。反対に、１つのフラ
グが、合意が得られていないことを示す場合、そのフラグが同じ状態である限り、セレク
ションはダウンロードに対して使用可能ではない。
【００４０】
サーバ２は、使用料計算モジュールと呼ばれる第４のモジュール２４を含む。このモジュ
ール２４は、各端末１から送信され、受信された、送信されたセレクションの利用に関す
る情報を収集する手段を含む。収集されたこの情報は、サーバのデータ記憶手段に記憶さ
れる。使用料計算モジュール２４は、また、各セレクションのコピーまたは放送の回数に
応じて使用料を計算するためのエレメントを、たとえばデータベースに含む。これらの計
算エレメントは、具体的には、セレクションの各使用に権利を有する関係者のために要求
される使用料レートである。したがって、１つの同じセレクションでも、再現に対する使
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用料レートは、無制限の再現を目的としたセレクションのコピーに対する一回限りの使用
料とは異なりうるものである、コピーに対する使用料レートと異なりうる。同様に、前述
の通り、使用料レートは、セレクションに対して存在する他のすべての権利に指定するこ
とができる。それらのエレメントから計算を実行するために、使用料計算モジュール２４
は、たとえば、通信管理モジュール２０から、端末１にセレクションを送信することに関
する情報を受信する。端末１にセレクションが送信されるとすぐに、通信管理モジュー２
０は、セレクションがリアルタイムに聴くために送信されているか、それとも一回限りの
支払いで無制限に使用することを意図して記憶するために送信されているか、それとも使
用料の計算を生じる他のなんらかの利用のために送信されているかを示すことによって、
使用料計算モジュール２４に収集手段を通知する。実際には、前述のように、セレクショ
ンがリアルタイムに聴かれるだけであれば、現在施行されている法律では、媒体の変更は
なく、したがって、再現の権利だけが支払われるべきとされる。これとは反対に、送信さ
れたセレクションを記憶することが許可されている端末１にセレクションが送信される場
合、コピー権利が支払われるべきとされる。別の例では、セレクションが公共の場所で再
生されることが意図される場合、興行権も支払うべきとされる。
【００４１】
同様に、各端末１が、サーバ２への各接続中に、記憶する目的でサーバ２によって送信さ
れたセレクションを受信するとき、情報は、端末１で受信したセレクションがすでに再生
された回数を決定する。管理モジュール２０は、この情報を受信すると、データベースに
記憶されている計算エレメントに応じて、権利を有する関係者の各々に支払われるべき使
用料の正確な計算を実行することができる、使用料計算モジュール２４の情報収集手段に
その情報を通知する。記憶および再生に対する使用料が一回限りの支払いの形式で支払わ
れる場合でも、端末１で受信したセレクションが再生された回数を決定する情報は、後述
するような情報の目的のために要求され、記憶される。
【００４２】
本発明による各端末１は、マイクロプロセッサをもったデバイス１０の周囲に編成される
。このデバイス１０は、具体的には、サーバとの通信、セレクションを選び命令すること
、リアルタイムにセレクションを聴くこと、セレクションの記憶および記憶されたセレク
ションの還元の管理を可能にする、複数の制御回路１１、１２、１３、１４を含む。第１
の制御回路１１は、サーバ２との通信リンク３との通信インターフェースを構成する。こ
の第１の制御回路１１は、電話リンク、衛星リンクまたはケーブルリンクである場合があ
るリンクと一致させることができる。この第１の回路１１の機能は、サーバの管理モジュ
ールの機能と実質的に同じだが、ただし端末１の側にある。実際には、第１の制御回路１
１は、リンク３を介して着信したデータＡがマイクロプロセッサデバイスによって処理さ
れるようにそのデータＡを編集するか、それとも端末１によってサーバ２に送信されるデ
ータＢを編集するための転記手段を含む。
【００４３】
第２の制御回路１２は、ユーザと端末１との間のインターフェース手段を備える。それら
のインターフェース手段は、基本的に、ディスプレイ手段１２２とセレクション手段１２
１とを備える。ディスプレイ手段１２２は、たとえばモニタまたは液晶画面を含む。セレ
クション手段１２１は、たとえばマウスなどのポインタ、タッチ画面または音声コマンド
システム、あるいは無線周波数遠隔コマンドデバイスまたは赤外線遠隔コマンドデバイス
を備える。これらのインターフェース手段は、グラフィックインターフェースモジュール
２２によって生成され、次いで、通信リンク３を介して送信されるセレクションヘルプ画
面の表示を可能にする。セレクション手段１２１は、ユーザが、自分のセレクションの選
択を定義し、次いでそれを確認すること、または、端末１の認証手順中においてタッチ画
面やキーボードによる手動方式またはたとえば音声によって遠隔に実行されるような、サ
ーバ２からの要求に応答することを可能にする。
【００４４】
第３の回路１３は、セレクションに関する還元手段を備える。セレクションが曲である場
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合、第３の回路１３は、音響増幅デバイス１３０に接続される。第３の回路１３の例であ
る１実施形態を図３に示す。この変形形態によれば、第３の回路１３は、以下でＤＳＰ（
デジタル信号プロセッサ）として示す信号プロセッサの周辺に作成される。ＤＳＰは、そ
の入力でセレクションに対応するオーディオビジュアル情報のストリームを受信する。こ
のオーディオビジュアル情報は、圧縮、または符号化および可能な場合は暗号化されたデ
ジタルデータである。変形形態によれば、データは、ＭＰ３の形式で符号化され、次いで
、メーカ独自のＭＭＰの形式で暗号化される。ＭＭＰ形式のデータは、ＭＰ３形式でデジ
タルデータのストリームを提供するために、まず図３の１３１０の暗号化解除モジュール
によって暗号化解除される。このデータフローは、ＷＡＶ形式などの標準のデジタル形式
によって圧縮解除されたデータの流れを出力部で獲得することを可能にする復号化モジュ
ール１３１１の入力部に適用される。ＷＡＶ形式によるこのデータフローは、次いでＤＡ
変換器１３２の入力部に適用され、音響増幅デバイス１３０に送信される。暗号化解除モ
ジュール１３１０と、モジュール１３１１は、完全なソフトウェアタイプまたはファーム
ウェアタイプであってよい。
【００４５】
前述のように、遠隔にローディングされたセレクションは、再度再生したり、リアルタイ
ムに一回だけ再生することができるように、再生または記憶することができる。後者の場
合、データフローは、ユーザに対してアクセス可能であってはならない。すなわち、デジ
タルデータは記憶されるべきではない。反対に前者の場合は、デジタルデータを記憶する
ことができる。したがって、ＤＳＰは、端末１の記憶手段１４０．１、１４０．２、１４
０．３にアクセスするための、少なくとも１つのコマンド１３３．１、１３３．２、１３
３．３を含む。このアクセスコマンド１３３．１、１３３．２、１３３．３は、端末１の
記憶手段１４０の領域１４０．１、１４０．２、１４０．３にＭＭＰ、ＭＰ３、ＷＡＶの
３つの形式の１つによるデータフローの転送を可能にする場合と可能にしない場合とがあ
る。変形形態の第１の実施形態によれば、各端末は、指定された利用のために、サーバ２
で、登録手順中に構成され、提供される利用のタイプを許可するためにコマンドの１つが
有効化される。
【００４６】
第２の実施形態では、端末はアップグレード可能であり、その使用モードは、使用中に構
成することができる。この場合、サーバ２は、前記で定義された３タイプの利用の１つに
従った操作に関する有効化を可能にする情報を、オーディオビジュアル情報と同時に送信
する。
【００４７】
最後の実施形態では、端末に提供された利用、が送信されるオーディオビジュアル情報の
記憶を含まないとき、コマンド１３３．１、１３３．２、１３３．３は１つも有効化され
ず、端末１のデータ記憶手段でのオーディオビジュアル情報の記憶を妨げる。
【００４８】
したがって、第１のアクセスコマンド１３３．１は、暗号解除モジュール１３１０の上流
のポイントと、データ記憶手段１４０．１の間に置かれたリンクで送信される。この第１
のアクセスコマンド１３３．１は、符号化された形式またはＭＭＰで暗号化された形式で
セレクションの記憶を可能にする場合と可能にしない場合がある。第２のタイプのアクセ
スコマンド１３３．２は、第１の終端が暗号化解除モジュール１３１０と復号化モジュー
ル１３１１の間に接続されており、第２の終端が端末１のデータ記憶手段１４０．２に接
続されているリンクで送信される。したがって、この第２のタイプのアクセスコマンド１
３３．２は、ＭＰ３の符号化形式によるセレクションの記憶を可能にする場合と可能にし
ない場合とがある。最後に、第３のタイプのアクセスコマンド１３３．３が、第１の終端
が復号化モジュール１３１１とＤＡ変換器１３２との間に置かれており、第２の終端が端
末１のデータ記憶手段１４０．３に接続されているリンクで送信される。したがって、こ
の第３のタイプのアクセスコマンド１３３．３は、暗号化解除デジタル形式ＷＡＶでのセ
レクションの記憶を可能にする場合と可能にしない場合とがある。
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【００４９】
詐欺行為、具体的には、曲の不正コピーに対する優れた保護を提供するために、好ましい
アクセスコマンドは第１のアクセスコマンドである。実際には、第２と第３のアクセスコ
マンドを抑制することによって、記憶に関して使用可能な形式はＭＭＰ形式だけである。
この形式は暗号化および符号化されており、記憶されたデータは、暗号化解除アルゴリズ
ムと復号化アルゴリズムなくして使用することはできない。
【００５０】
端末１に転送されたデジタルデータの保護は、符号化および／または暗号化の補足的なま
たはそれと同等の他のあらゆる手段によって達成することができる。
【００５１】
第４の回路１４は、データ記憶手段１４０を管理する。このデータ記憶手段１４０は、ハ
ードディスクタイプであっても、取り外し可能データ記憶装置（フラッシュメモリ、ディ
スケット、ＣＤ－ＲＯＭ）であっても、他のあらゆるタイプの半導体メモリ、磁気メモリ
、光メモリであってもよい。
【００５２】
本発明によると、端末１は、専用ハードウェアすなわちサーバ２との対話用に特別に設計
されたハードウェアであっても、標準のハードウェアであってもよい。
【００５３】
端末１が専用のとき、ＤＳＰ　１３は、サーバ２から着信したデータフローの暗号化解除
および復号化のためのソフトウェアエレメントとハードウェアエレメントの両方を統合す
る。同様に、識別子およびパスワードは、たとえば、前もって、認証モジュール２１のデ
ータベース２１０に記憶される。
【００５４】
端末１が標準の端末のとき、この端末は、たとえばサーバ２に接続されることができ、サ
ーバ２によって送信されたデータを使用することができる前の登録手順中に、たとえばサ
ーバによって送信された、特定の数のソフトウェアを、リンクを制御する第１の回路によ
って受信しなければならない。同様に、端末１のユーザは、端末がサーバに接続するとき
に、サーバによって識別されるための識別子とパスワードとを所有する。実際には、前述
のように、認証モジュール２１がその利用を識別するために適切なコードまたはキーを割
り当てるために、ユーザは、端末１で行うセレクションの利用を指定しなければならない
。
【００５５】
たとえばサーバによって送信されたそれらのソフトウェアエレメントは、端末１が通信管
理モジュール２０と第１の回路１１との間で対話を認証するための構成を、具体的には端
末１のディスプレイ手段１２２の画面表示を表わす情報を処理することを可能にする方法
で含む。第２に、それらのソフトウェアエレメントは、必須のときには、サーバ２によっ
て送信されたオーディオビジュアル情報の暗号化解除および／または復号化の手段を含む
。第３に、それらのソフトウェアエレメントは、端末１がセレクションに対応するデータ
を記憶することを許可されているとき、端末１に記憶されているセレクションが実行され
る、以後の、すべての機会のディスプレイを保持する手段を含む。セレクションのディス
プレイを保持するそれらの手段は、たとえば端末に含まれている各セレクションが実行さ
れた回数ならびにそのセレクションが実行された日付を含むログファイルを作成し、更新
する手段を含む。
【００５６】
図１Ｂに示す１変形形態では、サーバ２と端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３の間における
情報の交換は、少なくとも１つのいわゆるマルチサービスサーバ４．１から４．ｎによっ
て実行される。
【００５７】
図示する端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３は、少なくとも図１Ａを参照して前記で説明し
た端末の基本的な機能を実行するエレメントを含む。



(12) JP 4878416 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【００５８】
図１Ｂに示したアーキテクチャは、端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３がすでにマルチサー
ビスサーバ４０．１から４０．ｎに接続済みのときに実行される。一例として、第１のマ
ルチサービスサーバ４．１は、戻りチャネルを含むケーブルによってテレビジョン番組を
配信するためのシステムを含む。この場合、端末１．１．１から１．１．ｎ１は、テレビ
ジョンおよび適切なセレクション手段に結合されているデコーダによって構成することが
できる。第２のマルチサービスサーバ４．２は、セルラ電話の事業者によって構成されて
いる。この場合、端末１．２．１から１．２．ｎ２は、セルラ電話によって構成すること
ができる。セレクション手段は、たとえばキーボードまたは音声コマンドシステムによっ
て構成することができる。
【００５９】
サーバ２に記憶されているオーディオビジュアルアイテムのセレクションおよび受信を可
能にする、各端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３とその関連付けられたマルチサービスサー
バ４．１から４．ｎとの間の通信プロトコルは、サーバ４．１から４．ｎと関連付けられ
た端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３との間の各通信リンク５１．１から５１．ｎに特定の
インターフェース４１．１から４１．ｎを介してマルチサービスサーバ４．１から４．ｎ
によって管理される。サーバ４．１から４．ｎと関連付けられた端末１．１．１から１．
ｎ．ｎ３の通信リンク５１．１から５１．ｎは双方向である。
【００６０】
サーバ２と各マルチサービスサーバ４．１から４．ｎとの間の通信リンク５０２．１から
５０２．ｎは双方向であり、好適には高速リンクである。
【００６１】
サーバ２は、この場合、このリンクが特定の通信プロトコルを必要とする限り、マルチサ
ービスサーバ４．１から４．ｎとの各リンク５１．１から５１．ｎに対する管理モジュー
ル２０．１から２０．ｎを含む。同様に、各マルチサービスサーバ４．１から４．ｎには
、インターフェース４０．１から４０．ｎ、明白にはサーバ２との通信用のハードウェア
インターフェースおよびソフトウェアインターフェースが取り付けられる。
【００６２】
デバイスの動作は、図１Ａを参照しながら説明したデバイスの動作と実質的に同じである
。ただし、サーバ２から端末に送信される要求は、マルチサービスサーバ４．１から４．
ｎと端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３の間の通信プロトコルに従って、その端末に関連付
けられたマルチサービスサーバ４．１から４．ｎによって変換される。端末からの要求の
処理、およびサーバ２と端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３の間の対話の処理を加速するた
めに、特定のモジュールまたはモジュールの特定の部分を、端末に関連付けられたマルチ
サービスサーバ４．１から４．ｎにデポートすることができる。したがって、端末のため
の登録手順は、その端末に関連付けられるマルチサービスサーバ４．１から４．ｎの特定
のモジュールによって、少なくとも部分的に管理することができる。実際には、ほとんど
のマルチサービスサーバ４．１から４．ｎに関して、各端末は、マルチサービスサーバ４
．１から４．ｎからの特定のサービスに関してすでに登録されている。したがって、端末
はマルチサービスサーバ４．１から４．ｎに一意の識別を有する。この識別は、サーバ２
からのオーディオビジュアルセレクション配信のサービスへのアクセスを可能にするため
に保存することができる。
【００６３】
同様に、サーバ２のグラフィックモジュールは、各マルチサービスサーバ４．１から４．
ｎにデポートすることができる。実際には、各マルチサービスサーバ４．１から４．ｎは
、固有のサービスを提供する同じタイプのモジュールを有することができる。したがって
、このモジュールには、前述の機能を追加するだけで十分である。
【００６４】
したがって、オーディオビジュアルセレクション配信のサービスに関して、関連付けられ
たマルチサービスサーバ４．１から４．ｎに登録された端末１．１．１から１．ｎ．ｎ３
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が、このサービスへのアクセスを最初に希望したとき、その端末はそのマルチサービスサ
ーバ４．１から４．ｎでそれ自体を認証する。次に、端末は、たとえばそのマルチサービ
スサーバ４．１から４．ｎに要求を送信することまたはコマンドの有効化を通知する。マ
ルチサービスサーバ４．１から４．ｎは、端末によって供給された識別子から、端末がサ
ーバ２からのサービスにアクセスできることを検証する。結果が肯定であれば、マルチサ
ービスサーバ４．１から４．ｎは、通信インターフェース４０．１を介してサーバ９に要
求を送信する。サーバ２は、この要求を受信すると、それぞれのマルチサービスサーバ４
．１から４．ｎとの通信のためのモジュール２０．１によって、必須の情報をマルチサー
ビスサーバ４．１から４．ｎに送信する。その結果、マルチサービスサーバ４．１から４
．ｎは、少なくとも１つのオーディオビジュアルセレクションを選択、またはその選択の
有効化を可能にするために対話画面を端末に送信する。選択が確認されるとき、選ばれた
セレクションに対応するオーディオビジュアルデータが、サーバ２によって、関連付けら
れたマルチサービスサーバ４．１から４．ｎを介して端末に送信される。この送信中、選
ばれたセレクションに対応するオーディオビジュアルデータの形式は、関連付けられたマ
ルチサービスサーバ４．１から４．ｎによって変更することができ、したがって、その形
式は、端末と関連付けられたマルチサービスサーバ４．１から４．ｎとの間の通信のプロ
トコルと互換性がある。この実施形態の例において、マルチサービスサーバ４．１から４
．ｎは、サーバ２に関して端末として振る舞うことができる。
【００６５】
したがって、たとえば、マルチサービスサーバ４．１から４．ｎは、リスニングステーシ
ョンまたはバックグラウンドミュージックデバイスを管理することができる。この変形形
態では、リスニングステーションによって行われる利用およびセレクションをバックグラ
ウンドミュージックとして再現することを考慮するために、マルチサービスサーバ４．１
から４．ｎがサーバで識別される。
【００６６】
したがってこの場合、前述のように、記録が、たとえば報告ファイルの形式で、マルチサ
ービスサーバで実施され、サーバに記憶されているセレクションが使用されるたびに更新
される。したがって、音楽セレクションは、バックグラウンドミュージックとして再生さ
れるとき、特定の権利の支払いを生じさせなければならない。これを実行するために、報
告ファイルはこの利用を記憶する。したがって、その報告ファイルに含まれる情報がサー
バ２に送信されるとき、公的な再現に対応する権利を、支払いを受け取る目的のために計
算することができる。
【００６７】
同様に、リスニングステーションは、セレクションの公的な再現を可能にすることができ
る。この場合、報告ファイルは、対応する権利を計算することができるように、各セレク
ションの再現を記憶する。
【００６８】
次に、本発明によるデバイスの動作を、図２の論理図を参照しながら説明する。この論理
図は、端末１とサーバ２との間で接続が実施されたときに生じる連続した動作を表わす。
前記で説明したように、端末の第１の接続の前に登録手順が行われる。その登録手順中、
端末１はサーバに対して識別され、必要な場合、端末は、端末／サーバの対話およびサー
バ２によって送信されたデータの活用を可能にするソフトウェアエレメントを受け取る。
【００６９】
第１のステップ４０１では、端末とサーバとの間のリンクが初期化される。この初期化は
、特に、サーバの管理モジュール２０と端末の第１の回路１１との間の接続に対応する。
次に、認証を要求するステップ４０２がある。このステップでは、サーバ２は、端末の識
別子およびパスワードを請求するために、認証モジュール２１を介して端末に要求を送信
する。たとえばサーバ２のグラフィックインターフェースモジュール２２または端末のグ
ラフィックモジュールによって生成された、識別子を入力するための第１のゾーンとパス
ワードを入力するための第２のゾーンとを含む歓迎用の画面（welcome screen）を表示す
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ることによって、この要求の受信は端末１で翻訳される。ユーザは、登録手順中に自分に
割り当てられた識別子とパスワードを入力し、次いで自分の入力を確認する。この確認に
よって、サーバによって送信された要求に対する応答の送信が可能になる。認証を請求す
るこのステップは、識別子とパスワードが端末１に記憶されているときは自動化すること
ができる。認証を請求する要求が端末によって受信されるとすぐに、識別子とパスワード
は特別の表示なしにサーバに戻される。
【００７０】
次に、第３の検証ステップ４０３がサーバ２で実行される。このステップは、識別子とパ
スワードが、登録された端末に対応するかどうかの検証によって構成される。結果が否定
的な場合、識別子の新たな要求が端末に送信されるか、またはサーバと端末との間の接続
がサーバのイニシアティブによって切断される。結果が肯定的な場合、第４のステップ４
０４で、認証モジュール２１は、端末１に関する特定の状況、特に、端末がセレクション
を記憶することを許可されているかどうか、端末がリアルタイムにセレクションを実行す
ることだけを許可されているかどうか、端末が以前に記憶したセレクションを何回でも実
行することが許可されているかどうかを検証する。端末が記憶することを許可されている
場合、第５のステップ４０５で、報告ファイルを請求する要求が端末に送信される。端末
がセレクションを記憶することを許可されていない場合、セレクション選択ステップと呼
ばれる第６のステップ４０６がトリガされる。勿論、セレクションの他の利用が端末１で
可能なとき、対応する情報が認証モジュールに含まれる。
【００７１】
セレクションを記憶することが許可された端末１は、報告ファイルを請求する要求を受信
すると、報告ファイルが情報を含む場合はその報告ファイルの内容をサーバに送信し、次
いでそのファイルを空にする。報告ファイルが空の場合、端末はそのファイルが空である
ことを示すメッセージを送信する。指定された時間間隔の後でサーバが回答を受信しない
場合、サーバは、８番目のステップで端末との通信を切断するか、またはその要求を反復
する。サーバが回答を受信すると、通信管理モジュール２０は、一方で、６番目のセレク
ション選択ステップ４０６をトリガし、もう一方で、この回答が、端末に記憶されている
セレクションの実行に関する情報を含むかどうかを検証する。回答が肯定的であれば、９
番目のステップ４０９で、管理モジュール２０は、使用料計算用データベースを更新する
ために、使用料計算モジュール２４に受信されたデータを通知する。
【００７２】
セレクション選択ステップ４０６は、事実、グラフィックインターフェースモジュール２
２によって生成された対話画面または音声メッセージのどちらかを端末に送信することに
よって構成される。これらの画面は、特に、セレクションライブラリ２３からグラフィッ
クインターフェースモジュール２２によって読み込まれた、使用可能なセレクションのリ
ストを含む。可能なセレクションの数を考慮すると、これらは、スタイル、ユーザの好み
、使用可能な日付、または要求の頻度によって分類することができる。セレクションの選
択は、たとえば確認画面を使用して確認される。セレクションの確認は、その結果１０番
目のステップ４１０に進み、そこでそのセレクションは、端末のユーザによって命令され
たセレクションのリストを構成するファイルに置かれる。端末の確認の後、ステップ１１
で、別のセレクション選択が望まれているかどうかを判定するための画面がサーバによっ
て送信される。結果が肯定的である場合、６番目４０６と、１０番目４１０と、１１番目
４１１のステップが再度実行される。結果が否定的である場合、１２番目のステップ４１
２で、命令されたセレクションのリストを構成するファイルにある情報が端末で送信され
る。サーバ２は、この情報を受信すると、１３番目のステップ４１３で、リストのセレク
ションに対応するデジタルデータを送信する準備をする。この準備は、端末１のタイプ、
すなわち端末が、送信された情報を記憶することを許可されているか、許可されていない
かによって異なる。端末が記憶することが許可されている場合、選んだセレクションを送
信する前に、サーバ２の通信管理モジュール２０は、使用料計算モジュール２４に、リス
トの各セレクションのダウンロードに対して支払われるべきコピーする権利（料）を記録
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することを通知する。端末がセレクションを記憶することを許可されていない場合、すな
わち端末がセレクションをリアルタイムに聴くことしか許可されていない場合、サーバ２
の通信管理モジュール２０は、使用料計算モジュール２４に、命令されたセレクションの
リストの各セレクションを再現する権利と、場合によっては現在施行されている法律に応
じてコピーする権利とを記録するように通知する。
【００７３】
要求している端末に、命令されたセレクションに対応するデジタルデータを送信すること
に引き続き、ユーザに、少なくとも１つのセレクションを再度命令し、次いで、再度セレ
クションステップから開始してプロセス全体を実行することを可能にするか、それともサ
ーバ２との接続のシャットダウンを可能にするために、グラフィックインターフェースモ
ジュール２２によって生成された画面を端末１に送信することができる。
【００７４】
不正コピーまたは不正再現に関してデバイスのセキュリティを向上させるために、暗号化
方法は、少なくとも２つの暗号化キーを統合する。端末が登録されるとき、端末は、ユー
ザに知られていないその２つのキーを受信する。
【００７５】
第１の暗号化キーは、すべての端末へのあらゆる送信に対して同一であり、データの発信
源、すなわちサーバ２の識別を可能にするものである。これとは反対に、第２のキーは、
端末に対してだけでなくセレクションの利用のタイプに対しても特有である。したがって
、セレクションを表わすデジタルデータを記憶することが許可されていない端末は、デジ
タルデータを記憶することが許可されている端末に向けられたデジタルデータを暗号化解
除することを許可しない使用可能なキーを有し、別のタイプの利用を許可する使用可能な
キーを有する。同様に、セレクションが公的に再生されるとき、またはセレクションが使
用料一回払いの対象である場合、第２の暗号化キーは異なる。
【００７６】
端末１にインストールされたソフトウェアエレメントは、端末１に記憶されたセレクショ
ンの利用、またはサーバへの接続が行われたときのモードや時間帯などの統計的情報を収
集する手段を含むことができる。それらの収集手段は、端末のデータ記憶手段に関して報
告する、統計的情報をファイルに記憶する手段を含む。収集手段は、端末からサーバ２へ
の接続が行われたときに、このファイルに含まれる情報をサーバ２に送信する手段を含む
。したがって、セレクションが再生された日付、セレクションが選ばれた順序、接続の期
間などの情報は、記憶され、次いで商業目的で引き続き使用するようにサーバ２に送信さ
れることができる。同様に、端末１が登録中に、１人または複数のユーザのプロファイル
に関する情報を、記録されている統計を補足するためにログすることができる。
【００７７】
したがって、特に、サーバ２によって収集される、端末に送信されるセレクションの利用
を示す情報は、ユーザのプロファイルまたは、マーケットリサーチを実行するなどのため
の他の統計的パラメータと相互参照することができる。
【００７８】
本発明によるデバイスは、セレクションコマンドに対する支払手段も統合する。これらの
支払手段は、端末に物理的に存在し、かつ／または端末とサーバとの間の通信のプロセス
と統合されている場合がある。どちらの場合も、セレクションへの支払いは、プロセスの
複数の時点で発生する場合がある。
【００７９】
簡約化の理由から、「クレジット」は、セレクションを命令するために必須の金額を意味
する。第１の変形形態では、１つまたは複数のクレジットを前納することができる。すな
わち各端末は、データベースに記憶されサーバ２の特定のモジュールによって管理される
クレジット口座を含む。このクレジット口座は、その口座に関連付けられた端末のユーザ
が望むたびに、特定のモジュールによって信用貸し（credit)される。この修正形態は、
特定の遠隔支払画面の組を介して、グラフィックインターフェースモジュール２２によっ
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て対処される。
【００８０】
このクレジットは、端末１のユーザによってセレクションが有効化されるたびに、特定の
モジュールによって口座から引き落とされる。
【００８１】
支払いの第２の方法は、セレクションごとの支払いであってよい。この場合、支払いは、
サーバと端末との間の接続中に行われる。したがって、接続の特定の瞬間に、インターフ
ェースモジュール２２は、遠隔支払いすなわち端末の支払手段を介した支払いのために、
特定画面の組を送信する。この場合、支払手順が、サーバの支払モジュールによって確認
されない限り、または支払われる金額が命令されたセレクションの支払いに要求されるク
レジットの数字と一致しない限り、セレクションの送信はトリガされない。
【００８２】
支払の第３の方法は、セレクションの命令に対する規則的な支払いに基づくものである。
この支払いのモードでは、端末１に歌が送信されるたびに、サーバの支払モジュールが、
端末に関連付けられた口座を更新する。その後、定期的に、サーバの支払モジュールは、
勘定を清算するために請求書を発行し、その請求書は、その口座に関連付けられた端末１
のユーザに送信される。この支払いの方法では、認証手順を、クレジットを検証する方法
によって補足し、支払モジュールによってトリガすることができる。クレジット支払いが
行われない場合、支払モジュールは、グラフィックインターフェースモジュール２１に、
クレジット状態を示す画面を生成するように通知する。この画面は、次いで、端末のディ
スプレイ手段に表示するために、サーバの通信管理モジュールによって端末に送信される
。この画面には、たとえばクレジット状態の注意やこの状態を整える案内などが含まれる
。その後、サーバは、コマンド手順の続行をトリガするか、それとも端末との接続を切断
する。
【００８３】
前述のように、支払は、サーバと端末との間の通信手順の様々な時点で動作する。したが
って、支払いは、セレクションステップ４０６の前に要求される場合がある。この場合、
端末のユーザは、表示画面によって、ユーザがいくらのクレジットを獲得したいか、また
はいくつのセレクションを希望するかを示すように案内される。別の変形形態では、端末
のユーザは、画面によって、そのユーザが希望する金額を支払うように案内され、サーバ
２は、この金額に対応する情報を受信すると、割り振られたクレジットの数字を返信する
。
【００８４】
命令された歌のリストを構成するファイルを更新する前の各選択の後、または命令された
セレクションのリストを構成するファイルに含まれる情報を送信する前の最後のセレクシ
ョンの選択の確認後のどちらかで、支払いを行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】本発明によるオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスの略図であ
る。
【図１Ｂ】本発明によるオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスの略図であ
る。
【図２】本発明によるオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスのサーバと端
末間の通信中に実行される操作の論理図である。
【図３】本発明のオーディオビジュアル情報を配信するためのデバイスの端末の図である
。
【符号の説明】
１　端末
２　サーバ
３　双方向通信
４．１－４．ｎ　マルチサービスサーバ
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【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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